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流域の概要 流域及び氾濫域の概要 物部川水系
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河川名 物部川

流域面積 508km2

流路延長 71km（うち直轄管理区間：10.48km）

流域内市町村 香美市、香南市、南国市

流域内人口 約3.8万人（第10回河川現況調査より）

想定氾濫危険区域内人口 約6.7万人（第10回河川現況調査より）

年平均降雨量 約2,800mm

流域の主な産業 農業、製造業、水産業

〇 物部川は高知県中部に位置し、高知県香美市の白髪山（標高1,770m）を水源とし、上韮生川、舞川、川の内川等を合流、香美市神母ノ
木で香長平野に出て、扇状地を形成しつつ、南流して太平洋に注ぐ一級河川である。

○ 流域面積は508km2、幹川流路延長は71km、河床勾配は上流部で約1/40、中流部で約1/145、下流部でも約1/280と急流である。このため、
中小洪水においても水衝部で局所洗掘による低水護岸の崩壊や流失等の河川構造物への被害が発生している。



主な評価対象事業位置図

河川名
基準
地点

基本高水の
ピーク流量
（m3/s）

洪水調整施設による
調節流量
（m3/s）

河道への
配分流量

物部川 深渕 5,400 500 4,900

物部川水系河川整備基本方針諸元

河川名
基準
地点

河道整備
流量

（m3/s）
備考

物部川 深渕 4,200 昭和45年8月洪水を安全に流下

物部川水系河川整備計画諸元

河川整備事業の概要 物部川水系
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小田島下ノ村

山田

岩積戸板島京田
蔵福
寺島立田物部

楠目
久枝 （※高川原）深渕

吉原 上岡 西野 深渕 父養寺 西佐古 町田 山田島 神母
ノ木

浸透対策

河道掘削

浸透対策

堤防拡幅

浸透対策

侵食対策
高水敷造成

侵食対策堤防拡幅

樋門改築

河道掘削河道掘削

堤防整備（引堤）

堤防拡幅侵食対策

侵食対策

防災拠点整備（候補地）

浸透対策

堤防拡幅

堤防拡幅
高水敷造成

高水敷造成

高水敷造成

○ 河道整備計画流量4,200m3/s（深渕地点）を安全に流下させるため、流下能力が著しく不足している下ノ村地区において引堤を実施し、
洪水の流下断面を確保するとともに、計画に対して堤防断面が不足する箇所を拡幅し、必要な断面幅を確保する。

○ 局所洗掘・堤防侵食への対策として、高水敷を造成するとともに、護岸・根固等の必要な対策を実施する。
○ 堤防の整備後においてもなお、流下断面が不足する区間では、必要に応じて樹木の伐開や河道の掘削を実施する。
○ 大規模地震発生後に来襲する津波や地震後の洪水により浸水被害が懸念される樋門等の耐震対策を実施する。



事業をめぐる社会経済情勢等の変化 災害発生時の影響

○ 物部川下流域では右岸側に扇状地が広がっており、決壊すれば拡散型の広域的な氾濫となり甚大な被害が発生する。
○ 流域内には市街地や産業団地、県内有数の穀倉地帯が広がっているほか、高知空港や高知県東部と高知市を結ぶ、高知東部自動車道や

国道55号・195号、土佐くろしお鉄道等が整備され、高知県における交通の要衝となっている。
○ 基本高水のピーク流量相当の洪水が発生すると、空港・国道・鉄道などの重要施設、病院や小中学校等の公共施設、住宅地などで浸水

被害が発生する。

物部川水系
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浸水想定区域（計画規模）と重要施設

AA

物部川下流域の状況（断面図）

高知空港

香南市
吉川庁舎

高知高専

高知大学
物部キャンパス

南国物流団地

国道55号

テクノ高知
工業団地

大篠小学校

日章小学校

稲生小学校

舟入小学校

A
A’

南国厚生病院

深渕

三和小学校

大湊小学校



※流量はダム氾濫戻し

昭和47年7月洪水による下流部香我美橋の橋梁の被災
（香美市神母ノ木地先）

平成10年9月洪水による低水護岸の被災
（香美市岩積地先）

平成30年7月豪雨による被災

事業をめぐる社会経済情勢等の変化 過去の災害実績 物部川水系

〇 昭和43年の工事実施基本計画（以降、工実）の策定後、戦後最大を記録した昭和45年8月洪水をはじめ、たびたび洪水による被害が発生。
○ 工実における基本高水（5,400m3/s）を超える洪水は発生しておらず、平成19年に工実の基本高水を踏襲した河川整備基本方針（以降、既定計画）を策定。
〇 既定計画策定後、平成30年7月洪水では戦後第3位となる流量を記録し、護岸や根固めが多数損傷したものの、河川整備の効果により浸水被害は発生していない。
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物部川の主な洪水と治水対策 主な洪水被害

深渕上流 深渕地点

西暦 洪水日 12時間雨量(mm) 最大流量(m3/s)

1945 昭和20年9月17日
台風16号

（枕崎台風）
不明 不明

物部川下の橋（現物部川大橋）が流出したという。
（浸水家屋、被害農地：記録なし）

1954 昭和29年9月14日 台風12号 不明 不明

工事中であった戸板島上流右岸堤防が一部決壊した。また、物部
川下の橋が一部流出した。さらに、上流で切り出し中だった大量
の流材を受けて山田堰が決壊流出した。
（浸水家屋：168戸、被害農地：158ha）

1961 昭和36年9月16日
台風18号

（第2室戸台
風）

199 約1,500
流域の大部分が台風の眼域に入ったため流量は少なく、増水によ
る被害は比較的小さかった。
（浸水家屋：270戸、被災農地：364ha）

1963 昭和38年8月10日 台風9号 249 2,500
流域内では死者1名を含む大きな被害が発生したが、物部川下流部
でははん濫はなく、護岸等の被災も軽微であった。
（浸水家屋：1,064戸、被災農地：1,178ha）

1968 昭和43年8月29日 台風10号 229 3,800
増水が短時間であったため、下流部では護岸等への被災はあった
もののはん濫はせず、被害は小さかった。
（浸水家屋：39戸、被災農地：78ha）

1970 昭和45年8月21日
台風10号

（土佐湾台風）
327

4,600
（戦後最大）

下流部では物部川橋の橋脚欠損、物部川下の橋の落橋等の大きな
被害が発生した。また、流域内では宅地・農地への浸水被害が発
生した。
（全半壊家屋：2,185戸、浸水家屋：2,936戸）
（流域関連自治体の合計被害）

1971 昭和46年8月30日 台風23号 249 約1,800
流量規模は小さかったが、後川支川の新秋田川で内水被害が発生
した。
（浸水家屋：15戸、被災農地：41ha）

1972 昭和47年7月5日 梅雨前線豪雨 348
4,400

（戦後第2位）

下流部のはん濫はなかったが、山田堰の決壊、香我美橋の橋脚流
出、11箇所もの護岸等が被災した。また、後川流域では内水によ
る浸水被害が発生した。
（浸水家屋：144戸、被災農地：150ha）

1982 昭和57年8月27日 台風13号 222 2,700
強雨期間が長かったことから、物部川下流部6箇所で低水護岸等が
被災した。

1993 平成5年7月28日 台風5号 224 3,000 2箇所で低水護岸等が被災した。

1998 平成10年9月25日
秋雨前線豪雨
（98高知豪雨）

267 3,700

隣接する二級河川国分川では未曾有の大災害となったが、物部川
下流部では2箇所の低水護岸等の被災だけであった。しかし、支川
片地川では堤防が決壊した。
（全半壊家屋：53戸、浸水家屋：2,743戸）
（流域関連自治体の合計被害）

2004 平成16年8月30日 台風16号 215 2,900
高潮右岸箇所、立田箇所、深渕箇所、下ノ村箇所で低水護岸等が
被災した。

2005 平成17年9月7日 台風14号 242 2,600
高潮左岸箇所、吉川下流箇所、茨西箇所、父養寺箇所で水制工等
が被災した。

2014 平成26年8月10日 台風11号 260 約2,700 立田箇所、深渕箇所で低水護岸等が被災した。

2018 平成30年7月3日
秋雨前線豪雨
（平成30年7月

豪雨）
295

3,670
（戦後第3位）

左岸無堤部の溢水により田畑等が浸水したが、人的被害・家屋被
害は発生しなかった。13箇所で低水護岸、根固の流失、河岸侵
食、堤防漏水による被災が発生し、被害額は約25億円に及んだ。

要因 被害状況
洪水発生年月日



〇 物部川流域の約85％は山林であり、土地利用の大半が山林で、田畑や宅地の占める割合は小さいが、昭和年代に比べると香長平野等の
市街地の割合は増加している。

〇 物部川流域内に係る関係市の人口は近年はやや減少傾向であるが、世帯数は横ばいの状態である。
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流域人口・世帯数

事業をめぐる社会経済情勢等の変化 地域開発の状況 物部川水系

土地利用

流域の土地利用

山林等 農地 市街地 河川等

■物部川流域の約85％は山林であり、市街地は約4％と小さい。市街地は香長平野
に集中している。

香長平野

昭和51年

令和3年

平成9年

物部川流域関係自治体（南国市、香南市、香美市）の宅地面積の推移
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南国市 香南市 香美市 流域関係自治体

物部川流域関係自治体の人口・世帯数の推移

出典：国勢調査

出典：高知県統計書
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事業をめぐる社会経済情勢等の変化 地域の協力体制 物部川水系

○ 沿川自治体による「物部川改修期成同盟会」をはじめとする関係団体等から毎年要望を受けており、事業を進める体制が整っている。
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事業をめぐる社会経済情勢等の変化 地域の協力体制 物部川水系

○ 沿川自治体による「物部川改修期成同盟会」をはじめとする関係団体等から毎年要望を受けており、事業を進める体制が整っている。



事業の進捗状況

○ 下ノ村箇所の引堤が令和元年に完了した。
○ 堤防拡幅を順次進めており、吉川箇所、野市箇所、南国箇所の堤防拡幅が平成25年に完了した。
○ 河道掘削については、吉川箇所、野市箇所は平成23年に、南国箇所は平成25年に河道掘削が完了した。
○ 侵食対策については、吉川箇所、野市箇所は平成25年に、南国箇所は平成26年に侵食対策が完了した。
○ 後川樋門の耐震化・自動化は平成23年に完了した。
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物部川水系

小田島下ノ村

山田

岩積戸板島京田
蔵福
寺島立田物部

楠目

久枝 （※高川原）深渕

吉原 上岡 西野 深渕 父養寺 西佐古 町田 山田島 神母
ノ木

浸透対策

河道掘削

浸透対策

堤防拡幅

浸透対策

侵食対策
高水敷造成

侵食対策堤防拡幅

後川樋門改築

河道掘削河道掘削

下ノ村地区の堤防整備（引堤）

堤防拡幅侵食対策

侵食対策

防災拠点（候補地）

浸透対策

堤防拡幅

堤防拡幅
高水敷造成

高水敷造成

高水敷造成

高潮右岸箇所 南国箇所 山田箇所

高潮左岸箇所 吉川箇所 野市箇所 山田箇所

・事業期間：平成22年度～令和13年度
・総事業費：約93億円（令和3年度事業再評価）
・主な工種：築堤(引堤)、堤防拡幅、河道掘削、樹木伐採、浸透対策、 侵食対策、樋門改築、防災拠点整備 等



事業の進捗見込み

■当面整備（令和11年度まで）
下ノ村地区の河道掘削に着手する。
河道掘削土の有効活用を図りつつ、優先度が高い戸板島の高水敷造成や河川防災ステーションの整備を実施する。

■以後の対策（令和13年度まで）
河道掘削を完了させ、4,200m3/s河道を完成させる。
高水敷造成を完了させ、河岸侵食への対応を完成させる。
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物部川水系

以後の対策

山田

吉原

物部

立田

山田

河道掘削 下ノ村

防災拠点整備 山田

堤防拡幅

高水敷造成

整備内容 地区名
当面の対策



増額要因
① 河道掘削断面形状の見直しによる増額 約 8 億円 増（工事費）
② 高水敷造成箇所の見直しによる増額 約 7 億円 増（工事費）
※工事費に間接費等を加えた全体事業費は約93億円→約118億円へと約25億円増加。

事業内容の見直しによる増額 物部川水系
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①河道掘削断面形状の見直し

【掘削量増加】
○ 掘削断面形状を船底形断面河道に見直

したため掘削量増加による費用増
【仮設工追加】

○ 掘削時の濁水発生防止のため、締切工
等の追加による費用増

②高水敷造成箇所の見直し

【高水敷造成箇所の見直し】
〇 物部川の河道特性として必要な高水敷幅

は40m
○ 現況で高水敷幅40m未満かつ摩擦速度u*

が0.3以上の区間へ高水敷必要区間を見
直したことによる費用増

平水位

中小洪水水位

河道全体で流れを受け持つため
局所洗掘や土砂堆積が抑えられる

・事業期間：平成22年度～令和13年度
・総事業費：約118億円
・残事業費：約26億円
・主な工種：築堤(引堤)、堤防拡幅、河道掘削、樹木伐採、浸透対策、 侵食対策、樋門改築、防災拠点整備 等



○ 物部川9k0～9k6では流下能力不足を解消するために複断面形河道で河道掘削を予定していたところ、土砂再堆積の抑制や局所洗堀の解
消、河道内樹木繁茂の抑制、環境面・景観面に配慮した掘削形状を検討した結果、船底形断面河道で掘削を実施することとなった。

○ これにより、掘削土量が約15万m3→約26万m3に増加。

内容：掘削量約15万m3→26万m3
（8k～9.2k）→（8k～9.6k）

凡例
―：整備前
―：整備後

平水位

中小洪水水位

②船底形断面河道
（R6.4時点）

河道全体で流れを受け持つため局
所洗掘や土砂堆積が抑えられる

平水位

洗掘傾向になる堆積傾向になる

中小洪水水位

①複断面形河道
（H22.4時点）

複断面形河道と船底形断面河道のイメージ

事業内容の見直し ①河道掘削断面形状の検討（１）
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物部川水系

船底形断面河道施工場所

船底形断面河道施工箇所
（8k0～9k6）

複断面河道箇所
（8k0～9k2）



○ 複断面河道では流路が偏る傾向があるため、局所洗堀や堆砂が進行する傾向がある。
○ 船底形断面河道では、掃流力が一定となり河道全体で流れを受け持つため、局所洗堀や堆砂が抑制される。長期予測では右岸側は堆積傾

向にあるが、30年後の平均河床高の変化は30㎝以内となっており、流下能力に影響がある程度ではない。

事業内容の見直し ①河道掘削断面形状の検討（２） 物部川水系
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複断面河道

流路が河道中心になり、
掃流力が一定に

9.0k付近
船底形断面河道

無次元掃流力（複断面河道）

無次元掃流力が小さい範囲が
広く、流路が偏る傾向がある

無次元掃流力（船底形断面河道） 河道の経年変化（船底形断面河道）

局所洗堀が進行

堆砂が進行

河道の経年変化（複断面河道）

9.0k付近



〇 物部川水系河川整備計画（平成22年4月策定）に基づき、堤防法面の侵食対策として現況で必要高水敷幅40m未満かつ摩擦速度u*が0.3m/s
以上となる区間を高水敷必要区間として設定したことによる増額

■現行高水敷幅
①吉原地区
現況高水敷幅：10m～30m

②物部地区
現況高水敷幅：10m～20m

③立田地区
現況高水敷幅：10m程度

④戸板島地区
現況高水敷幅：10m未満～30m

⑤山田地区
現況高水敷幅：10m～20m

事業内容の見直し ②高水敷造成の検討 物部川水系
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※物部川の河道特性では、u*≧0.3m/sで被災幅が40m程度に達する傾向がある
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○ 高水敷幅40m確保に向けた
整備を実施



事業の投資効果 費用便益分析（算定方法）
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53戸56戸
490戸

費用の算定

④便 益
・河川事業による氾濫

被害軽減の期待額

⑤治水施設
の残存価値

⑥総便益(B)の算出
（社会的割引率により現在価値化）

③総費用(C)の算出
（社会的割引率により現在価値化）

①事業費 ②維持管理費

便益の算定

費用対効果
・費用便益比(B/C) ※1
・純現在価値(B-C) ※2
・経済的内部収益率（EIRR） ※3

便益の算定に使用した被害内容
■直接被害額の算定
・一般資産被害額
（家屋、家庭用品、事業所償却・在
庫資産、農漁家償却・在庫資産）

・農作物被害額
・公共土木施設等被害額

■間接被害額の算定
・営業停止損失
・家庭における応急対策費用
・事業所における応急対策費用
・国・地方公共団体における応急対策費用

『治水経済調査マニュアル（案）R6.4』
[費用]
①総事業費用から社会的割引率4％及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定。
②評価対象期間内(整備期間+50年間)での維持管理費を社会的割引率4％を用いて現在価値化を行

い算定。
[便益]

④事業完成後の年平均被害軽減期待額を算出し、評価対象期間(整備期間+50年間)を社会的割引
率4％を用いて現在価値化を行い算定。

⑤評価対象期間後(50年後)の施設及び土地の資産価値を現在価値化し算定。
※参考比較として社会的割引率は1％及び2％を用いる。

[投資効率性の3つの指標]
※1:費用便益比(B/C)：単位投資額あたりの便益の大きさにより事業の投資効率性を比較で

きる指標。
※2:純現在価値(B-C)：事業の実施による純便益の大きさを比較できる指標。
※3:経済的内部収益率：社会的割引率との比較により事業の投資効率性を判断できる指標。

物部川水系



事業の投資効果 費用便益分析
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物部川水系

○ 事業全体に要する総費用（Ｃ）は約169億円であり、事業の実施による総便益（Ｂ）は約1,020億円。これを基に算出される費用便益比
（Ｂ／Ｃ）は6.0となる。

○ 残事業に要する総費用（Ｃ）は約21億円であり、事業の実施による総便益（Ｂ）は約386億円。これを基に算出される費用便益比
（Ｂ／Ｃ）は18.0となる。

項目

今回評価

全体事業
（H22～R13）

当面事業
（R7～R11）

残事業
（R7～R13）

現在価値化 現在価値化 現在価値化

Ｃ
費
用

事業費 ① 165億円 16億円 20億円

維持管理費 ② 4億円 0.3億円 1億円

総費用 ③＝①＋② 169億円 16億円 21億円

Ｂ
便
益

便益 ④ 1,018億円 377億円 385億円

残存価値 ⑤ 2億円 1億円 1億円

総便益 ⑥＝①＋② 1,020億円 378億円 386億円

費用便益比（CBR） Ｂ／Ｃ 6.0 23.8 18.0

純現在価値（NPV） Ｂ－Ｃ 851億円 362億円 364億円

経済的内部収益率（EIRR） 15.3％ 52.0％ 48.9％

少数の関係で合計値が合わない場合がある



［残事業費］※1：残事業費について、毎年度の額を±10％変動する。維持管理費の変動は行わない。
［残工期］ ※2：期間設定

＜+10％ケース＞残工期の10％を小数点第一位で四捨五入し、残工期に加算する。
＜-10％ケース＞残工期の10％を小数点第一位で四捨五入し、残工期に減算する。

※3：配分方法
基本ケースの各年度の事業費を変更したケースの年数で分割し、基本ケースの年数分を残工期の初年度から各年度に配分する。
残事業費の配分の変更に伴い発現する便益については、基本ケースと同様の考え方で計上する。

［資産］ ※4：治水事業については、「治水経済マニュアル(案)」様式５における一般資産被害額、農作物被害額、公共土木等被害額を±10％し、被害額を算定する。

事業の投資効果 感度分析・前回評価との比較・社会的割引率の変更による比較 物部川水系

項目 基本ケース

感度分析

残事業費 残工期 資産

10% -10% 10% -10% 10% -10%

全体事業
（H22～R13）

総費用（Ｃ） 169億円 171億円 167億円 169億円 169億円 169億円 169億円

総便益（Ｂ） 1,020億円 1,020億円 1.020億円 1,007億円 1,033億円 1,118億円 921億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 6.0 6.0 6.1 6.0 6.1 6.6 5.4

残事業
（R7～R13）

総費用（Ｃ） 21億円 23億円 19億円 21億円 22億円 21億円 21億円

総便益（Ｂ） 386億円 386億円 386億円 371億円 401億円 423億円 349億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） 18.0 16.5 19.9 17.7 18.4 19.8 16.3

■費用便益分析（感度分析）
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項目

今回評価 前回評価【参考】

前回評価との
主な変更点

全体事業
（H22～R13）

全体事業
（H22～R13）

現在価値化 現在価値化

総費用（Ｃ） 169億円 121億円
整備内容の変更により
増加

総便益（Ｂ） 1,020億円 1,076億円
評価基準年の変更、便
益発生時点の変更によ
り減少

費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

6.0 8.9
便益減、費用増により
Ｂ／Ｃが減少

■前回評価との比較

項目

社会的割引率

基本ケース
（４％）

１％ ２％

総費用（Ｃ） 169億円 174億円 172億円

総便益（Ｂ） 1,020億円 1,932億円 1,520億円

費用便益比
（Ｂ／Ｃ）

6.0 11.1 8.8

■社会的割引率の変更による比較【参考】



○ 河川整備計画規模の洪水が発生した場合、事業実施前では、浸水面積約1,700ha、浸水家屋数約2,400戸の被害が想定されるが、事業実
施後には、浸水面積約120ha、浸水家屋数約0戸と大幅に軽減される。

物部川水系
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事業実施前 事業実施後

被害総額 58,205百万円 2,042百万円

一般資産被害額 19,449百万円 0百万円

農作物被害額 1,747百万円 277百万円

公共土木施設被害額 35,044百万円 1,765百万円

その他 1,965百万円 0百万円

河川整備計画規模の洪水での氾濫被害

河川整備計画規模の洪水での事業効果

事業の投資効果 事業実施による被害軽減効果



（単位：人）
事業実施前 事業実施後

4,978 0

避難率0％ 1,162 0

避難率40％ 697 0

避難率80％ 232 0

589 0

被害指数

浸水区域内人口

電力停止影響人口

最大孤立者数

事業実施前

事業実施後

18

事業の投資効果 被害指標分析の実施（試行） 物部川水系

○ 河川整備計画目標規模の洪水に対して、事業実施前では浸水区域内人口が約5,000人、最大孤立者数が約700人（避難率40％）、電力停止
による影響人口が約600人と想定されるが事業実施によりこれらが解消する。

貨幣換算化されていない項目の効果等による評価

＜物部川において河川整備計画の目標流量規模の洪水が発生した場合＞



（単位：人）
事業実施前 事業実施後

6,602 1,987

避難率0％ 1,539 533

避難率40％ 923 320

避難率80％ 308 107

788 236

浸水区域内人口

最大孤立者数

電力停止影響人口

被害指数事業実施前

事業実施後
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事業の投資効果 被害指標分析の実施（試行） 物部川水系

○ 河川整備基本方針目標規模の洪水に対して、事業実施前では浸水区域内人口が約6,600人、最大孤立者数が約1,000人（避難率40％）、
電力停止による影響人口が約800人と想定されるが、事業実施により浸水区域内人口が約2,000人、最大孤立者数が約320人（避難率40
％）、電力停止による影響人口が約240人に軽減される。

貨幣換算化されていない項目の効果等による評価

＜物部川において河川整備基本方針の目標流量規模の洪水が発生した場合＞
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【参考】物部川水系流域治水プロジェクト 物部川水系

○ 流域全体の関係者が協働し、水害を軽減させる「流域治水」への転換として、「物部川水系流域治水プロジェクト」を策定。
○ 河川管理者における河川整備に加え、関係機関と連携し、流域治水を推進している。



コスト縮減や代替案立案等の可能性 物部川水系

21高水敷造成

掘削土の有効活用

○ 河道掘削により発生する土砂は、河川防災ステーションや高水敷造成（局所洗掘対策）盛土材に有効活用することでコスト縮減に努める。
○ 各事業の設計・実施段階で新技術の適用等を検討し、更なるコスト縮減に努める。
○ 維持管理の段階においても、刈草ロールを作成し一般に提供することで処分費用の縮減を図るなど、引続きコスト縮減に努める。

○ 代替案立案等の可能性については、河川整備計画にて位置づけられている整備メニューを着実に進めていく上で、コストや実現性、環
境への影響等を総合的に考慮し、本計画が最も妥当と判断している。

■代替案等の立案の可能性

■コスト縮減の方策

刈草の無償提供

堤防除草の状況

刈草ロールの一般提供状況

刈草ロールの一般提供によりコスト縮減
・コスト縮減額：約0.3億円/年
（令和3年度～令和5年度実績の平均）

防災拠点整備

河道掘削

河道掘削土を防災拠点整備や
高水敷造成に活用
（約6億円コスト縮減）
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地方公共団体等の意見 物部川水系

○ 高知県知事に意見照会を行い、以下のとおり回答を頂いている。
物部川直轄河川改修事業の事業継続に異議はありません。



今後の対応方針（原案） 物部川水系

①事業の必要性等に関する視点
1)事業を巡る社会経済情勢等の変化
・物部川下流域では右岸側に扇状地が広がっており、決壊すれば拡散型の広域的な氾濫となり甚大な被害が発生する。
・流域内には市街地や産業団地、県内有数の穀倉地帯が広がっているほか、高知空港や高知県東部と高知市を結ぶ、高知東部自動車道
や国道55号・195号、土佐くろしお鉄道等が整備され、高知県における交通の要衝となっている。

・昭和43年の工事実施基本計画の策定後、戦後最大を記録した昭和45年8月洪水をはじめ、洪水による被害が発生している。
・沿川自治体による「物部川改修期成同盟会」をはじめとする関係団体等から毎年要望を受けており、事業を進める体制が整っている。

2)事業の投資効果
・費用便益比（Ｂ／Ｃ） ［事業全体］６．０ ［残事業］１８．０

3)事業の進捗状況
・平成19年3月河川整備基本方針策定、平成22年4月河川整備計画策定
・下ノ村箇所の引堤が令和元年に完了。
・堤防拡幅を順次進めており、吉川箇所、野市箇所、南国箇所の堤防拡幅が平成25年に完了。
・河道掘削については、吉川箇所、野市箇所は平成23年に、南国箇所は平成25年に河道掘削が完了。
・侵食対策については、吉川箇所、野市箇所は平成25年に、南国箇所は平成26年に侵食対策が完了。
・後川樋門の耐震化・自動化は平成23年に完了。

②事業進捗の見込みに関する視点
・令和11年度までに下ノ村地区の河道掘削に着手する。また、河道掘削土の有効活用を図りつつ、優先度が高い戸板島の高水敷造成や河
川防災ステーションの整備を実施する。

・令和13年度までに河道掘削を完了させ、4,200m3/s河道を完成させる。また、高水敷造成を完了させ、河岸侵食への対応を完成させる。

④地方公共団体等の意見（高知県知事）
・物部川直轄河川改修事業の事業継続に異議はありません。
・流域住民の安心・安全の確保のため、より一層の事業促進をお願いします。

⑤対応方針（原案）
【継続】
・事業の必要性、重要性は変わらないため。

③コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
・河道掘削により発生する土砂は、防災ステーションや局所洗掘対策（高水敷造成）の盛土材に有効活用することでコスト縮減に
努める。

・各事業の設計・実施段階では新技術の適用等を検討し、更なるコスト縮減に努める。
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